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１ 趣旨 
 この仕様書は、沖縄県立青少年の家において、指定管理者が行う業務の内容及び履行方法につい

て定めるものである。 

  応募者は、募集要項及び本仕様書の定めに基づき、申請書類等を提出すること。 

 

２ 基本的な考え方 
⑴ 設置目的の達成を最優先とした管理運営を行うこと。 

⑵ 関係法令を遵守し、適切に管理運営を行うこと。 

⑶ 県民の公平な利用機会の確保に留意すること。 

⑷ 施設の効用を最大限に発揮させる管理運営に努めること。 

⑸ 利用者の意見・要望等を的確に管理運営に反映させること。 

 

３ 組織及び人員配置 
⑴ 指定管理者は、労働基準法を遵守した上で、青少年の家の管理運営業務を円滑に実施する

ために、必要な人員体制を確保し、専門的能力を有する職員を配置すること。 

（１施設あたりの考え方） 

ア 総括責任者 
    青少年の家を管理する能力を有する総括責任者を１名配置すること。 

イ 管理系職員 
    庶務、会計事務を担当する職員を必要人数配置すること。 

ウ 指導系職員 
青少年教育、野外活動、レクリエーション等の指導能力を有する者を４名以上配置すること

とし、次の(ｱ)から(ｴ)までに該当する者をバランスよく配置すること。  

      (ｱ) 社会教育士、社会教育主事資格保持者、又は教員の免許状を有する者 

      (ｲ) 学校教育経験者（３年以上） 

      (ｳ) 社会教育関係団体等での指導歴（３年以上）がある者 

      (ｴ) 青少年教育、野外活動、レクリエーション指導等の指導歴（３年以上）がある者 

エ その他の職員 
   調理員、警備員等必要に応じて職員を配置すること。 

 

       【参考】職員配置状況   

宮古青少年の家 石垣青少年の家 

所長    １名    

  管理系職員 ２名  

（うち１名非常勤） 

  指導系職員 ４名    

  用務員   １名      

所長    １名    

  管理系職員 ２名  

（うち１名非常勤） 

  指導系職員 ４名    

  用務員   １名 

 

⑵ 研修について 

ア 指定管理者は、職員に対して公の施設に勤務する者としての資質向上のため研修を実施
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すること。 
イ 指定管理者は、職員に対して青少年教育、野外活動、キャンプ活動、レクリエーション

等の知識、技能の習得のための研修を実施するとともに、他の団体、機関等が実施する研

修等にも積極的に参加させること。 
ウ 全国青少年教育施設協議会等の各種協議会へ参加するなど、他施設との交流等により、

職員の資質向上を図ること。 
 

４ 利用者の活動支援やプログラムの提供等に関する業務 
⑴ 利用者の活動に係る助言等 

指定管理者は、利用者に対し「標準生活時間」（関係資料１）を基本とした活動や清掃活動等

について説明する他、適切な助言等を行うこと。 

⑵ 利用にあたっての説明、案内、支援等 

ア 事前打ち合わせ 
        プログラムの相談、指導、援助、活動場所の事前確認を行うこと。 

イ 入所時のオリエンテーション 
    青少年の家での活動、生活、緊急避難の方法、事故発生時の対処方法等について利用者に

説明すること。 

ウ 施設利用時 
    施設利用者が円滑な活動ができるよう、各種プログラムの提供、適切かつ必要な指導、利

用者支援等を行うこと。 

 

⑶ 活動プログラムの提供等 

ア 活動プログラムの提供 
指定管理者は、利用者が自らの計画に基づき実施する活動が、効果的かつ充実したものと

なるよう、各種プログラムを提供するとともに、必要な助言・指導等の利用者支援を行うこ

と（プログラムの計画にあたっては、現在実施されているプログラム（関係資料１）をベー

スに検討し、事業計画等に反映すること）。 

なお、利用者が指定管理者による指導等を要しない場合も、安全管理等について留意し、

適宜、助言等を行うこと。 

     

イ 外部講師の斡旋 
    指定管理者は、外部講師を必要とする活動プログラム等について、利用者の求めに応じて

講師の斡旋を行うこと。 

  

⑷ 主催事業 

指定管理者は、教育施設としての設置の目的を達成するために、「沖縄県立青少年の家の設

置及び管理に関する条例」に規定する設置目的の達成に資する事業又は「第四次沖縄県生涯学

習推進計画（令和４年度～令和 13 年度）」に記載された各取組等社会教育の振興に資する事業

等を主催事業として計画的に実施すること。 

なお、主催事業を計画する際は、「令和６年度主催事業一覧表」(関係資料２）を参考にする

こと。なお、主催事業は、事前に教育委員会に申請し、許可を得た上で行うこと。主催事業の
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参加費用については、青少年の家が社会教育施設であることに鑑み、高額にならないよう留意

すること。 

また、事業の計画にあたっては、他の青少年の家、市町村教育委員会、学校、社会教育関係団

体等との連携・協力を積極的に行うこと。 

⑸ 用具等貸出業務 

   指定管理者は、利用者の活動等に必要な用具等の貸し出しを条例等に従い適切に行うこと。 

⑹ 宿直業務 

指定管理者は、宿泊棟又はキャンプ場等に宿泊を伴う利用者がいる場合は、宿直者を配置し、

利用者対応に備え、安全管理にあたること。 

⑺ プログラムの開発等 

指定管理者は、自然体験活動やキャンプ活動等、青少年の健全育成に資する事業を効果的に

行っていくためのプログラムの開発を行い、利用者に提供すること。 

また、施設の自然環境、立地条件を生かした屋外でのフィールドの開発、整備を行うこと。 

⑻ ボランティアの育成 

    事業の補助スタッフ、施設の環境整備や点検等を行うボランティアの育成に務めること。 

⑼ 急病、緊急時の対応等 

指定管理者は、利用者の急な病気、けが等に対応できるよう、急病、緊急時の対応マニュアル

や緊急連絡網等を策定すること。 

ア 急病、けが等への対応 
    (ｱ) 急病、けが等の応急処置に必要な医薬品を常備しておくこと。 

   (ｲ) 施設内で起こったけが等については、速やかに応急処置を行うとともに、医療機関で

診察を受けるよう適切に指導すること。また、救急車を手配し医療機関に搬送する場合

は、必要に応じて同行する等の対応を行うこと。 

     (ｳ) 施設内で事件、事故が起こった場合、直ちに警察や関係機関に連絡すること。また、

状況等については、直ちに教育委員会に連絡し、原則発生から１開所日以内に事件、事故

報告書を教育委員会に提出すること。 

イ 災害等緊急時の対応 
   (ｱ) 指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難誘導、安全確保及び必要な通報等について、

危機管理マニュアルを作成し、危機事案発生時に向けた対応体制を整えておくこと。 

   (ｲ) 災害等緊急時には、県、所在市町村、消防署等に連絡をするとともに、被害を最小限に

抑えるため、迅速かつ適切な対応を行うこと。 

   (ｳ) 所在市町村等から防災拠点、避難場所等として青少年の家の利用について依頼があると

き（県が所在市町村と防災に関する協定等を締結している場合を含む）は、優先して避難

者等を受け入れること。 

 

５ 施設の利用に関する業務 
⑴ 利用受付、利用案内 

ア 利用の受付 
予約受付期間、受付方法、利用受付の優先順位等については関係資料３（青少年の家・施

設利用の基本的な流れ）によることとし、県と協議の上、必要な規程等を整備すること。 
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イ 利用の案内 
定管理者は、施設、事業等のＰＲや情報提供のため、リーフレットの作成、配布等を行う

とともに、利用者からの問い合わせに、適切に対応すること。 

また、ホームページを開設し、事業内容、施設の空き状況等を、インターネットを通して

利用者が容易に確認できるよう、広報に努めること。 

⑵ 利用の許可及び許可の取消し等 

ア 利用しようとする団体等には、事前に利用許可申請書を提出させること。 
イ 利用を許可する場合、申請者に利用許可書を交付すること。 
ウ 沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）第 11 条第３

項及び第 13 条の規定に該当する場合は、利用を不許可とし、又は利用の許可を取り消し、

若しくは利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずること。 
エ 令和６年度中に現指定管理者により受け付けられた予約等は、令和７年度以降の指定管

理者が引き継ぐこととし、指定管理者の変更等により、利用者が不利益を被らないように

すること。 
⑶ 利用料金の徴収及び減免 

ア 利用料金の徴収 
青少年の家の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）は、条例第 15 条の規定により

教育委員会の承認を受けた金額により、徴収し、指定管理者の収入とする。 

イ 利用料金の減免 
指定管理者は、条例第 16 条第１項の規定により、公益上その他特別の理由があると認め

るときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。 

また、条例第 16 条第２項の規定により利用料金を免除する場合は、条例施行規則第５条

に定めるとおりとする。 

ウ 利用料金の返還 
条例第 17 条の規定により、既に納付した利用料金は返還しないこととする。ただし、必要

があると認められる場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができるもの

とする。 

⑷ その他の経費の徴収 

指定管理者は、利用料金以外の、リネン料金、食事料金や、主催事業等に係る実費に相当

する費用を、「その他の料金」として、徴収することができる。ただし、それぞれの料金を

設定する際には、県の承認を得なければならない。 

なお、現在、本館宿泊におけるリネン料金として、宮古青少年の家では 320 円、石垣青少

年の家では 185 円（シーツ２枚及び枕カバー１枚）を徴収している。 

 

６ 施設等の維持管理に関する業務 
指定管理者は、施設設備の機能を維持するとともに、利用者に良質な環境を提供し、快適に施設

を利用できるよう、次の業務を行うものとする。 

⑴ 建築物及び設備機器の保守管理業務 

ア 日常的に点検を行い、施設の維持管理に努めるとともに、施設の設備機器等の機能を維

持するため、建築基準法、消防法、建築物における衛生環境の確保に関する法律、労働安
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全衛生法、水道法等に規定されている法定点検、外観点検、機能点検を行うこと。 
また、管理に係る記録、月報、点検結果記録報告書等の作成・保存を始め、関係機関等への

各種届け出や立ち入り検査等への立ち会い業務を行うこと。 

なお、建物、施設設備については、「青少年の家施設設備概要」（関係資料４）を参照する

こととし、建物及び設備機器の点検については、「建築保全業務共通仕様書」（最新版（財）

建築保全センター編集）を参考に行うこと。 

イ 指定管理者は、みなし設置者として電気事業法等の関係法令に従い電気主任技術者を選

任し、自家用電気工作物の維持管理を実施すること。 
⑵ 清掃業務 

当該施設及び敷地内について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、施設としての安全か

つ快適な空間を保つために、日常及び定期的な清掃を行うこと。 

特に、浴室、トイレ等の水回りについては衛生に留意する他、消耗品が常に補充された状態

となるよう留意すること。また、浴室の水質は清潔・良好な状態を保ち、大腸菌群、レジオネ

ラ菌群等の繁殖により、利用者が感染症等に罹患することがないよう管理を徹底すること。 

清掃の詳細については、「清掃実施基準」（関係資料５）を参照すること。 

ア 日常清掃 
当該施設及び敷地内について日常的に清掃を行い、施設設備、備品、機具等が常に清潔な

状態に保たれるようにすること。 

イ 定期清掃 
日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を確実に行うため、必要に応じて定期清掃を実施

すること。 

⑶ 宿泊室の整理整頓、衛生管理業務 

ア 宿泊室及び宿泊室の寝具類は常に清潔な状態を保持し、適宜滅菌作業を行うこと。 
イ シーツ等は使用の都度クリーニングを行うこと。シーツ等の取り替えは原則として、利

用者が行うこととする。 
⑷ 備品管理業務 

青少年の家の管理運営に必要な備品は原則として県が貸与する（以下、当該備品を「県備品」

という。）。貸与する県備品のうち主なものは、「青少年の家主要備品一覧」（関係資料

６）を参照すること（物品の分類及び区分については、原則として、沖縄県財務規則第 153

条の規定によるものとする）。 

ア 県備品のうち、利用者が使用するものについては、日常的に点検し、不具合により事故

が起きないよう管理すること。 
イ 県備品を使用するうえで必要となる消耗品の購入や修繕等のメンテナンスは、指定管理

者の負担により実施すること。 
ウ 県備品の廃棄処分が必要となる場合は、県と協議を行うこと。 
エ 指定管理者は、新たに備品の貸与を受ける必要がある場合は、備品が必要な年度の前年

度６月までに、予算要求資料を作成の上、県に提出すること。 
オ 指定管理者は、指定管理料により、自らの判断で物品を購入することができる。指定管

理料により購入した備品については、原則として県の所有に帰属する。なお、重要備品（一

品の取得価格が 100 万円以上の備品又は車両）を購入する場合は、事前に県と調整を行う
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こと。 
⑸ 保安警備業務 

指定管理者は、当該施設及び敷地内の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心して

利用できる環境の確保を図ること。業務の実施にあたっては、建物の利用目的、利用内容等を

十分把握するとともに、警備業法、労働基準法等関係法令及び監督官庁の指示を遵守すること。 

ア 日常警備 
施設内を適宜巡回し、不審者の侵入防止、火気の点検、非常時の避難導線の確保、不審物

の発見に努めること。 

イ 夜間及び休所日の警備 
警備要員を１名配置し、適宜巡回を行うとともに、非常時の対応を行うこと。また、建物

外で警備を行う場合等、建物内に人がいなくなる場合は、機械警備による対応を行うこと。 

⑹ 外溝、植栽管理業務 

指定管理者は、当該施設の外溝、地面及び施設附属設備の維持管理を行うこと。また、敷地内

の植栽の管理にあたっては、散水、施肥、害虫駆除、剪定、除草、草刈等を計画的に行い、良

好な緑樹の状態を維持すること。なお、除草剤の使用については、原則として行わないものと

し、万が一使用せざるを得ない特殊な事情が生じた場合は、事前に県と協議を行うこと。 

⑺ 廃棄物の処理 

指定管理者は、事業の実施に伴い発生する廃棄物について、県や、施設が所在する市町村

等の定める処理方法により、適正に処理を行うこと。 

⑻ 車両等の管理 

指定管理者は、施設の管理運営業務に使用する車両について法令に基づく車検、点検等を行

うとともに、自賠責保険及び任意保険に加入すること。なお、任意保険の補償額について、現

在、宮古青少年の家、石垣青少年の家とも、対人無制限、対物無制限の保険に加入している為、

原則として同等のものに加入すること。また、現在両施設ともワゴンタイプの車両をリースで

使用している。 

 

７ その他の業務 
⑴ 利用者への食事の提供 

  指定管理者は、宿泊利用者等への食事（朝、昼、夕）の提供を行うこと。 

ア 食堂業務 
   (ｱ) 食堂業務を行うに当たっては、良質かつ低廉な食事を提供し、一日の栄養素摂取量は

2,100kcal を下回らないこととする。 

   (ｲ) 青少年の家が教育施設であることに留意し、その品位及び秩序の保持に努めること。 

      なお、現在、各施設の食堂業務は、業者委託（再委託）により対応している。 

イ 食事料金 
    食事料金は、教育委員会と協議した料金を設定すること。食事料金を変更する場合も同様

とする。なお、現在の両施設の食事料金は次の表のとおりとなっている。 

 朝食 昼食 夕食 

宮古青少年の家 500 円 600 円 700 円 
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石垣青少年の家 ※ 500 円 570 円 640 円 

  ※現在、石垣青少年の家では、利用者からの食事料金とは別に、委託料（単価契約）を食堂

業者に支払っている為、留意すること。 

ウ 食堂の衛生について 
   (ｱ) 食事の提供に際しては、保健衛生に万全の注意を払い、食品衛生法、その他関係法令等

を遵守すること。 

   (ｲ) 食堂、厨房及び冷蔵庫等は常に清潔な状態を保持するため、「清掃実施基準」（関係資

料５）により清掃を行うこと。また、食材等は特に適正管理に務めること。 

   (ｳ) 厨房に従事する従業員には、適宜検便を受けさせるとともに、定期的な健康診断受診

により、良好な健康状態を維持させること。 

⑵ 物販等（施設設置目的外自主事業） 

指定管理者は、県から行政財産目的外使用許可を受け、使用料を支払うことにより生活用品、

薪、食材等を販売する売店や自動販売機を設置することができる。販売する物品等の内容、方

法、料金等は指定管理者が定め、あらかじめその内容を県に提出して、承認を受けること。 

⑶ 行政財産目的外使用について 

 指定管理者自らが施設内に売店等を設置する場合は、行政財産目的外使用について県の許可

を受ける必要があるが、指定管理者以外の団体等が設置する場合も同様であること。なお、清

涼飲料水に係る自動販売機については、平成 26 年度から県が自動販売機業者の公募を行い、

設置している。 

 また、行政財産目的外使用については、沖縄県行政財産使用料条例に基づき、県に使用料を

納付すること。 

 なお、現在の両施設における行政財産目的外使用許可の状況は、次の表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 遺失物、拾得物等に関する事務 

   施設敷地内で遺失物や拾得物があった場合は、可能な限り落とし主等に返却できるよう努

める他、落とし主等が不明な場合は、遺失物法等関係法令に従い、適切に処理すること。 

⑸ 各種報告業務等 

ア 事業計画書及び収支予算書の提出 
    指定管理者は、毎年度当初に事業計画書及び収支予算書を作成し、県に提出すること。 

   また、毎年度２月末日までに、次年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）を作成し、県

に提出すること。 

    なお、業務仕様書に記載していない業務についても、施設の適切な管理運営を行う上で必

施設名 目的外使用許可先 用途 

宮古青少年

の家 

該当無し 該当無し 

石垣青少年

の家 

石垣市 緊急時一斉放送システム

個別受信機の設置 

株式会社 NTT ドコモ 携帯電話基地局の設置 

西日本電信電話株式会

社 

電気通信役務提供 
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要と思われる事項があれば、事業計画書に記載の上、提出すること。 

イ 事業報告書の提出 
    上半期の翌月（10 月）10 日及び年度終了後の４月末日までに下記の事項を記載した事業

報告書（上半期報告書及び事業報告書）を作成し、県に報告すること。 

      (ｱ) 青少年の家の管理運営に関する業務（以下「業務」という。）の実施状況 

      (ｲ) 業務に係る収支状況 

      (ｳ) 青少年の家の利用状況 

      (ｴ) 前３号に掲げるもののほか、県が必要と認める事項 

ウ 業務月報の提出 
    各月分の業務の実施状況、収支状況、利用状況等業務の実施に係る報告書を、翌月の 10 日

までに提出すること。 

エ 管理に必要な業務日誌、宿直日誌及び警備日誌を備え、特記事項を記録し保存しておく

こと。 
オ 各種調査及び照会への回答、利用統計の作成などを行うこと。 

⑹ 利用者等の意見の把握及び苦情等への対応 

ア 指定管理者は、アンケート調査等の方法により、利用者等の意見や要望を把握すること。 
イ 指定管理者は、利用者等から寄せられた苦情及びその対応状況を記録すること。 

⑺ 業務の引継ぎについて 

      指定期間終了もしくは指定取消により、次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継

ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。 

 

８ 留意事項 
⑴ 再委託について 

指定管理者が、業務のすべてを一括して他の事業者に委託することを禁ずる。ただし、個々

の具体的な業務については、事前に県の承認を得たうえで、専門の事業者等に委託することが

できる。なお、現在実施されている再委託業務については、「再委託業務一覧」（関係資料７）

を参照すること。 

⑵ 施設損害賠償保険及び火災保険について 

指定管理者は、青少年の家の敷地内において、利用者が事件、事故により死亡又は傷害を負

う等、法律上の賠償責任を負う場合に備えて、施設損害賠償保険に加入すること。また、自然

災害、火災等による施設等の損傷に備えて火災保険にも加入するものとする。 

現在加入している損害賠償保険は、宮古青少年の家については、対人賠償が１名につき１億

円、対物賠償が 500 万円、石垣青少年の家については、対人賠償が１名につき１億円、対物賠

償が 500 万円となっている。 

⑶ 施設等の原状回復について 

 指定管理者は、自らの負担で施設等の改修、内装工事を行うことができる。ただし、工事の内

容について事前に県の承認を得ること。また、原則として、指定管理期間終了時には、指定管

理者の負担により原状に回復すること。 

⑷ 業務仕様書に記載されていない事項 

 その他、この仕様書及び関連文書に記載のない事項の対応等については、県と協議を行い

決定するものとする。 



関係資料１(標準生活時間)

時刻 日 程

朝のつどい

消 灯

※　研修の時間には、準備、片づけの時間も含めて計画してください。

※　必要に応じて団体代表者連絡会等を行います。

青少年の家 標準生活時間

昼 食

夕 食

研 修 ３

６：３０

研 修 計 画 に よ る 各 団 体 ご と の 活 動

入浴

研 修 計 画 に よ る 各 団 体 ご と の 活 動

１９：００

活 動 の ふ り か え り ・ 交 流 ・ 就 寝 準 備

起 床

２１：００

食 堂 （ セ ル フ サ ー ビ ス ）

反 省
就寝準備

研 修 計 画 に よ る 各 団 体 ご と の 活 動

朝 食

研 修 １

７：００

※　キャンプ場泊や日帰り団体など、各団体の活動プログラムの内容等に合わせて、事前調整により
　標準生活時間を変更することも可能です。

内 容 等

ラ ジ オ 体 操 ・ 団 体 紹 介 ・ 交 流 活 動 な ど

食 堂 （ セ ル フ サ ー ビ ス ）

洗 面 ・ 寝 具 、 荷 物 の 整 理 な ど
退 所 団 体 は シ ー ツ の 返 却 、 清 掃

食 堂 （ セ ル フ サ ー ビ ス ）

就 寝

１７：３０

研 修 ２

９：００

２２：３０

１２：００

１３：００
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宮古青少年の家活動プログラム　 1/2

№ プログラム名称 区分 天候 時間帯 内容 目的 対応人数 対象 費用 所要時間 活動場所 指導者 準備物 留意事項

1 ウォークラリー 野外体験 晴～小雨
９～１５

時

青少年の家周辺と自然観察コー
スを組み合わせてできたコース
中に設けられたチェックポイント
で問題を解き、規定する時間内
の得点で順位を競う。

自然に親しみながら、各チェッ
クポイントで出題された課題を
チームで解決し、他のチームと
競いながら楽しさを味わう。

１０～
２００名

小学生
以上

無料
１～２時

間

ウォーク
ラリー
コース（山
林内）

　職員
（要事前
打合せ）

・動きやす
い洋服　・帽
子　・運動靴
・問題用紙
・筆記用具

事前にルートの下見、人
員配置場所の確認が必
要・天候による中止の判
断は施設職員で行う・小
雨の場合も実施可能な
コースあり等

2 オリエンテーリング 野外体験 晴～曇
９～１５

時

青少年の家周辺と自然観察コー
スを組み合わせてできたコース
中に設けられた、チェックポイン
トでスコアシートにチェックす
る。、規定する時間内の得点で
順位を競う。

自然に親しみながら、各チェッ
クポイントで出題された課題を
チームで解決し、他のチームと
競いながら楽しさを味わう。

１０～
２００名

小学生
以上

無料
１～２時

間

オリエン
テーリン
グコース
（山林内）

　職員
（要事前
打合せ）

・動きやす
い洋服　・帽
子　・運動靴
・問題用紙
・方位磁針

事前にルートの下見、人
員配置場所の確認が必
要・天候による中止の判
断は施設職員で行う・小
雨の場合も実施可能な
コースあり等

3 自然観察 野外体験 晴～小雨
10～16
時

所内の草花や木々の特徴を
フィールドワークをしながら楽しく
観察する。食べられる野草の紹
介等も。

植物や生き物等を観察するこ
とで、自然と関わりを大切にす
る心情を育てる。

30名以内
小学生
以上

講師と
相談

2時間以
内

大野山林
内

外部講師
（職員と
事前打合
せ実施）

運動靴・帽
子・筆記用
具など

自然観察は山林内へ入
るので、長袖、長ズボ
ン、運動靴など活動しや
すい服装で参加すること
等

4 夜間ハイク 野外体験 晴～曇
日没後
19～21
時

夜の青少年の家周辺を歩き、昼
間の雰囲気とは違った暗さ、静
けさ、生き物の息づかいを肌で
感じることができる。

夜の暗闇を歩くことで、人間が
持つ五感の素晴らしさに気付く
ことができる。

100名以
内

小学生
以上

無料 2時間
青少年の
家周辺

　職員
（要事前
打合せ）

・長袖　・長
ズボン　・懐
中電灯

事前にルートの下見、人
員配置場所の確認が必
要。・天候による中止の
判断は施設職員で行う
等

5 星空観察 野外体験 晴～曇
日没後
18～21
時

夜空に輝く星々を季節ごとに楽
しむ。口径355ｍｍの望遠鏡や
双眼鏡を使用して月の表面や惑
星の観察を行う。

星々を眺めることで、未知の世
界への探求心や神秘的な宇
宙に関心を高める。

５０名以
内

小学生
以上

講師と
相談

２～３時
間

屋上・広
場

外部講師
（職員と
事前打合
せ実施）

・筆記用具
等　　・寒い
時期には防
寒着が必要
である。

雨天の場合には、講師
による室内学習(シミュ
レーションソフト使用）に
変更可能

6
キャンプの集い
（キャンプファイ
ヤー）

野外体験 晴～曇
18時半
～21時

薪を組んで灯した火を囲み歌、
踊り、ゲームを楽しむ。全体の気
持ちが高まり親睦が深まり一体
感が生まれる。

薪の火を囲み歌やゲームを楽
しむことで、友情やお互いの親
睦を図ることができる。

200名以
内

小学生
以上

2,200円
（薪代
金）

３時間 営火場
　職員
（要事前
打合せ）

・灯油・トー
チ用の布・
女神の衣
装・音楽
CD・消火器
等

雨天の場合には、キャン
ドルサービスへ変更可能

7 キャンドルの集い  レク・スポーツ 雨天時
18時～
21時半

ロウソクに火を灯し、その火を囲
み歌や踊りやゲームを楽しみま
す。全体の気持ちが高まり親睦
が深まり一体感が生まれる。

ロウソクの火を囲み歌やゲー
ムを楽しむことで､友情やお互
いの親睦を図ることができる。

100名以
内

小学生
以上

1人40
円（ろう
そく代
等）

２時間
プレイ
ホール

　職員
（要事前
打合せ）

・ロウソク　・
女神の衣装
・アルミホイ
ル（ロウソク
を包む）

ロウソク台の設置は利用
者が行う。

8 グラウンドゴルフ  レク・スポーツ 晴～曇 ９～15時
ゴルフ競技に類似した木製のク
ラブ（スティック）でホールポスト
に入るまでの打数を競う。

グラウンドゴルフを通して、ゴ
ルフ競技のおもしろさやマナー
を学び、団体競技の楽しさを
知ることができる。

40名以内
（スティッ
ク22本）

小学生
以上

無料 2時間 運動広場

－（使用
前に職員
と打合せ
が必要）

軽い運動の
できる服装

使用する前と後に用具
の数の確認をする。

9 スナッグゴルフ  レク・スポーツ 晴～曇 ９～15時

スナッグとは「くっつく」という意
味があり「どこでも」「誰でも」「楽
しく」ゴルフの基本技術を学ぶこ
とができる。１つの球をティー
アップしてプレーし、スナッグフ
ラッグにくっつける。そのストロー
ク打数によって順位を争うス
ポーツ。

ゴルフと似たスナッグゴルフを
通して、ゴルフの基本技術を
学びながら、人間関係づくりや
マナーやエチケットも学ぶこと
ができる。

40名以内
（スティッ
ク22本）

小学生
以上

無料 2時間 運動広場

－（使用
前に職員
と打合せ
が必要）

軽い運動の
できる服装

使用する前と後に用具
の数の確認をする。

関
係

資
料

１
（
宮

古
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
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宮古青少年の家活動プログラム　 2/2

№ プログラム名称 区分 天候 時間帯 内容 目的 対応人数 対象 費用 所要時間 活動場所 指導者 準備物 留意事項

10 プラ板クラフト 創作・芸術 全天候 ９～16時

透明なプラスチックな板に、各自
思い思いの図柄や模様をマジッ
クペン等で描く、次にそれをオー
ブンで縮むまで温め、できあがっ
たプラ板に輪っかのホルダーつ
けて仕上げる。

プラ板に熱を加えることで縮ん
でいく様子を観察することがで
き、オリジナルのキーホルダー
を作ることができる。

50名以内
小学生
以上

一人あ
たり160
円

１時間 創作室 専門職員
各自図柄や
模様を準備
する

急な大雨で、予定してい
た野外活動ができない
場合に実施。

11 焼き杉クラフト 創作・芸術 全天候 ９～16時

杉板に、各自思い思いの図柄や
模様を描き、糸のこで切り抜き
作業を行い、ガスバーナーで焼
き色をつけて仕上げる。

電動糸鋸や、ガスバーナー等
を安全に使用することができ
る。

50名以内
小学生
以上

一人あ
たり250
円

2時間 創作室 専門職員
各自図柄や
模様を準備
する

急な大雨で、予定してい
た野外活動ができない
場合に実施。

12 ネイチャークラフト 創作・芸術 全天候 ９～16時
身近な自然にあるものを用いて
の小物作り。

松ぼっくりや、木の枝等の自然
のものを用いて、創意工夫して
オリジナルの小物を作り楽し
む。

50名以内
小学生
以上

一人あ
たり160
円

１時間 創作室 専門職員
各自図柄や
模様を準備
する

急な大雨で、予定してい
た野外活動ができない
場合に実施。

関
係

資
料

１
（宮

古
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
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石垣青少年の家活動プログラム 1/1

№ プログラム名称 区分 天候 時間帯 内容 目的 対応人数 対象 費用 所要時間 活動場所 指導者 準備物 留意事項

1 カヌー自然体験 野外体験
晴（風速

８ｍ以内）
要調整

ラムサール条約登録湿地である
名蔵アンパルのヒルギ群落をカ
ヌーで探検する。

カヌーを漕ぎながら自然を大
切にする心を養う。

30人
一般
市民

520円/
１団体
（カヌー
運搬費

用）

２時間
名蔵アン
パル

職員４人
＋ボラン
ティア６人

ライフジャ
ケット、パド
ル

雨、雷注意報等の天気
の動向を把握する

2
フィールドビン
ゴ

野外体験 晴～曇
団体の

要望によ
り実施

自然の中で木の名前、草花の種
類等をクイズ形式で回答しなが
ら自然を学ぶ。

ビンゴゲームを通して自然を
学ぶ

50人
一般
市民

無料 １時間
施設内、
山登り
コース

職員１人
鉛筆、ビン
ゴ用紙、バ
インダー

ハブ等に気を付けながら
自然の中を歩くこと

3 前勢岳登山 野外体験 晴～曇
団体の
要望によ
り実施

隣接する前勢岳を散策しながら
登山を楽しむ。

自然一杯の山に足を踏み入れ
て木々や草花、小鳥、虫等の
自然を学ぶ。

30人
一般
市民

無料 １時間 前勢岳 職員
靴履き、飲
み物

安全管理の為、子どもた
ちの前後、中央に指導
者を配置する。

4 グランドゴルフ
レク・ス
ポーツ

晴～曇
いつでも
晴天時

敷地内の広場を利用してグラン
ドゴルフで団体のレク・スポーツ
を楽しむ。

老若男女誰にでもできるグラ
ンドゴルフでお互いの親睦を
図る。

50人
一般
市民

無料
１～２時
間

敷地内広
場

団体責任
者

スティック、
ボール、８
ホールゴー
ル、スタート
ゴム板

スティックを振り回さない
ように安全に気をつけ
る。

5 工作活動
創作・芸
術

全天候 9～20時
キーホルダー、鶯笛、ダックコー
ル、ブンブンゼミ、砂絵、等の工
作活動

昔遊んだ笛、小物工作等を通
して先人たちの知恵を学ぶ。

30人
一般
市民

50円 １時間 研修室 職員

竹筒、プラ
板、色付け
砂、オーブ
ン等

工作活動等でけがをしな
いよう細心の注意が必
要。

6 干潟観察 野外体験 晴 干潮時
アンパルの豊かな干潟を観察
し、そこに住む生物の生態を知
る。

干潟が豊かなゆえに多様な生
物が生息し、渡鳥が飛来する
自然の大切さを学ぶ。

30人
一般
市民

105円
（保険
料）

２時間
名蔵アン
パル

職員＋外
部指導者

濡れてもよ
い履物、メモ
用紙

海辺の危険生物の把
握。

7
ナイトウォーク
＆ウォッチング

野外体験
晴～小雨
※雷雨時

不可
日没後 バンナ公園の自然散策

バンナ公園の夜の遊歩道を歩
きながら夜の生き物を観察す
る。

20人
小学生
以上

150円
（保険
料含
む）

２時間
バンナ公
園Cゾー
ン

職員＋バ
ンナ公園
職員

懐中電灯、
長袖、長ズ
ボン、運動
靴、軍手、
飲料水等

専門職員で事前に下見
をする。大雨、雷時には
中止。天候による中止の
判断は、青少年の家職
員で話し合い判断する。
中止の際は参加者に電
話連絡する。

8 天体観察 野外体験 晴～曇
19～21

時
南十字星観望

５月の後半頃、石垣島で観察
しやすい南十字座（通称：南十
字星）を島内外から参加者を
募り、星空への関心を高める。

200人
子ども
から大
人まで

無料 1.5時間
南ぬ浜緑
地公園

外部講師

天体望遠
鏡、双眼
鏡、星座早
見盤、懐中
電灯等

雨天時は中止。曇天で
南十字星が見えない時
は、八重山星の会が以
前に撮った映像をモニ
ター画面に表示して観て
もらう。

9
キャンプファイ
ヤー

野外体験 晴～曇
19時半
～21時

組んだ薪に火を灯し、その火を
囲み歌や踊り、ゲームを楽しむ。 火を囲み歌や踊り、ゲームを

楽しむことで友情を深め、お互
いの絆を強くする。

120人
小学生
以上

2,000円
/団体
（まき
代）

２時間 営火場
利用団体
引率者

灯油、トー
チ、火文字
盤、薪等

薪を組んだり火文字は
利用者が作成する。雨
天の場合は、体育館で
キャンドルサービスをす
る。

10 野鳥観察 野外体験 晴～曇
9～11時

半
バードウォッチング

地球温暖化等の原因を含め、
環境と鳥類相の関わりを学習
する。

20人
親子、
一般

200円
（保険
料含
む）

2.5時間
名蔵アン
パル後背
湿地等

職員

望遠鏡、双
眼鏡、図
鑑、飲料水
等

雨天時や鳥の出現が見
込めない場合は講義の
みで野外観察は中止か
短縮する。

関
係

資
料

１
（石

垣
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
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関係資料２（宮古）
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関係資料２（宮古）
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関係資料２（宮古）
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関係資料２（宮古）
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関係資料２（石垣）
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関係資料３

  　　　 青少年の家・施設利用の基本的な流れ

プログラム調整
研修の目的が達成されるよう、

ねらいの設定に合った活動の内容
や方法について指導・助言を実施。
複数の団体が施設を利用する場合
は、研修場所や利用時間の調整を
行うことがある。

事前打合せ
施設の利用方法や活動内容等に

ついて打合せを行う。安全指導や
生活指導の留意点、緊急時の対応
などについても十分な打合せを行
うこと。

変更等
利用者数（食数）などに変更が

ある場合は、適宜対応する。

◎施設概要・案内、活動プログラム、空き状況などについて
ホームページ等で案内

◎具体的な内容や利用方法などについては随時電話等で案内

◎電話等で予約受付（団体名、利用希望日、利用者数、主な活動内容
等を確認）。

◎市町村教育委員会、学校（教育課程に基づく行事等）は利用年度前
の11月から、一般団体は利用年度前の２月から受付開始

◎利用開始日の２週間前までに
許可申請書を提出

◎施設利用料の免除を希望する
場合、利用料免除申請書も
併せて提出

◎利用許可書を交付する。利用許可書
の交付

利用許可
申請書
提出

予約受付

施設概要・
空き状況確認
利用案内

施設利用

◎入所オリエンテーション
施設の概要、利用方法、留意事項について説明を行う。

◎研修
活動プログラムに沿って、研修を実施。

◎退所
清掃、シーツ返却等を行い、退所する。
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関係資料４

①宮古青少年の家　　　　　築年度：昭和55年（築44年）　　収容人数167人

床面積（㎡） 主な施設内容

研修室58.5㎡（40名収容）×２室、52㎡（35名収容）×１室

1階 1,032.98 会議室26㎡（15名収容）　創作室118㎡（60名収容）　

ピロティ450㎡（200名収容）　ロビ－119.98㎡（30名収容）　

食堂150㎡（100名収容）

宿泊室401.2㎡（200名収容）洋室６（22名用）和室３（16名用）

2階 588.67 リ－ダ－室２室（10名用）

談話室100㎡（10名収容）、浴室87.26㎡（40名収容男女各１室20名）

406.0 各種スポ－ツ（室内レク、卓球台４台、バトミントン、軽スポ－ツ）

グランドゴルフ等（ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｾｯﾄ1、ﾀ-ｹﾞｯﾄﾊﾞ-ﾄﾞｺﾞﾙﾌセット1、ｽﾅｯｸﾞｺﾞﾙﾌ1）

野外オリエンテ－リング、キャンプファイヤ－

キャンプ場 1,926.0 野外キャンプ（テント15張）

野外炊飯施設 148.2 調理炊飯場（炊飯炉10×2）水道、流し、（照明等）

いこいの広場 1,414.0 営火場、キャンプファイヤ－

つどいの広場 1,060.0 朝、夕の集い、野外レクリエ－ション（照明等）

148.0 調理用具、照明、冷凍冷蔵庫

54.1 マウンテンバイク30台

259ｍ

②石垣青少年の家　　　　　築年度：昭和53年（築46年）　　収容人数139人

床面積（㎡） 主な施設内容

所長室、事務室、宿直室、管理人室、保健室、ボイラー電気室

ロビー、ピロティー、交流広場、男女トイレ（２ヶ所）

1階 919.4 大研修室（60名収容）、第一研修室（30名収容）

第二研修室（15名収容）、リーダー室、会議室（10名収容）

食堂（120名収容）

宿泊室（20人×５室、10人×３室）

2階 507.0 浴室、洗面所、トイレ（男子・女子）

談話室

屋上 天体望遠鏡（口径300ｍｍ）

バレーコート（１面）

480.0 バトミントンコート（１面）

バスケットゴール（２ゴール）

運動場 4,000.0 グラウンドゴルフ

テント16張

野外炊飯用具

調理場、倉庫、トイレ（男女）

炊飯棟１棟

かま10

営火場 100人

つどいの広場 480.0 掲揚台

いこいの広場 480.0

農場 529.0 体験学習（食育）

駐車場 450.0

青少年の家施設設備概要

施設

本
館

屋上
天体ド－ム（５名収容）シュミットカセグレン355㎜反射鏡、太陽観
測望遠鏡80㎜付

プレイホール

運動広場 4,734.0

倉庫

自転車保管庫

3,000.0

野外炊飯施設 213.0

サイクリングロ－ド

施設

本
館

プレイホール
（体育館）

キャンプ場
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関係資料５ 

 
清掃実施基準 

 
 この清掃実施基準は、業務の概要及び関連条件の大要を示すものであるが、これに

記載されてない事項であっても、建物の保全並びに衛生、美観の保持上必要と認めら

れる業務については、実施するものとする。 

 
１ 清掃業務の区分 

 ア 日常清掃：休所日を除く毎日 

 イ 定期清掃：必要に応じ、随時実施 

 
２ 業務内容 

 （日常清掃） 

 ⑴ 床面の掃き掃除、汚れ付着部分の拭き掃除 

 ⑵ 玄関ピロティー、駐車場の掃き掃除 

 ⑶ 廊下・階段等手すり、事務所内の掃き掃除 

 ⑷ 扉のガラス部分及び取手の掃き掃除 

 ⑸  下足泥落とし、マット類の汚れ除去及び掃き掃除 

 ⑹ 屑入れのゴミ及び灰皿の吸い殻の処理 

 ⑺ 浴室の洗浄、洗い桶・腰掛けの洗浄及び整理、脱衣場の掃き・拭き掃除、

マットの洗浄並びに乾燥、蛇口・シャワーは適時洗浄、タイル床面の水洗い 

 ⑻ 便器及び洗面器・洗面台の洗浄、汚物入れの処理及び清潔保持 

 ⑼ トイレットペーパー及び手洗い石鹸の適時補充 

 ⑽ 洗面所、トイレの臭気発生、排水口の塞がり等が生じない清潔保持 

 ⑾ 調理上、食料庫等の清掃、生ゴミ処理 

 ⑿ 敷地内、散在ゴミの収集 

 ⒀ 塵芥の集積及び集積場所の清潔保持 

 ⒁ 外構、建物周辺、運動場、キャンプ場の清掃及び除草 

 ⒂ 樹木、花への散水 

 （定期清掃） 

 ⑴ 館内床面のワックス掛け 

 ⑵ 窓ガラス・サッシ拭き 

 ⑶ 敷地内の樹木剪定 

 ⑷ エアコン吹き上げ・フィルター洗浄 

 ⑸ プログラム利用場所の清掃 

（宮古）ウォークラリーコース、オリエンテーリングコース、大野

山林内等 

（石垣）山登りコース、名蔵アンパル等 

20



関係資料６

①宮古青少年の家

品　　　名 数量

1 水上オ－トバイ 1

2 パ－ソナルコンピュ－タ（天体望遠鏡用） 1

3 天体望遠鏡 4

4 陶芸窯 1

5 シ－カヤック 8

6 テント 16

7 乗用芝刈機 1

8 電動糸鋸機 10

9 木工ろくろ 3

10 デジタルカメラ 1

②石垣青少年の家

品　　　名 数量

1 ２トントラック 1

2 小型耕耘機 1

3 テント 35

4 カヌー 6

5 サバニ船 4

6 天体望遠鏡 4

7 乗用草刈機 1

8 バレーボール支柱 2

9 バスケットゴール 1

10 ピアノ 1

青少年の家　主な備品一覧
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関係資料７

①宮古青少年の家

委託業務 委託業務内容 委託先

1 警備業務委託 施設内の警備業務 宮古ビル管理

2
自家用電気工作物保守
委託

自家用電気工作物保守点検 高江洲電気管理事務所

3
汚水合併処理施設維持
管理委託

浄化槽維持管理保守点検 翔邦建設工業

4 消防設備保守点検委託 消防設備保守点検業務 上地防災設備

5
ボイラー保守管理業務
委託

ボイラー保守点検業務委託 吉田産業

6 水質検査 水道水質検査 丸秀

7 食堂委託 利用者への食事の提供 個人事業主

8
貯水槽清掃業務維持管
理委託

受水槽、高架水槽清掃業務維持管理 丸秀

9 害虫防除業務 有害生物防除 サン消毒沖縄

10 リネン供給業務 リネン供給業務 沖縄綿久寝具株式会社

②石垣青少年の家

委託業務 委託業務内容 委託先

1 警備業務委託 施設内の警備業務 八重山ビル管理株式会社

2
自家用電気工作物保守
委託

自家用電気工作物保守点検 株式会社沖縄ダイケン

3
汚水合併処理施設維持
管理委託

浄化槽維持管理保守点検 有限会社八拳警備保障

4 廃棄物処理業務委託 ごみ処理業務委託 有限会社八拳警備保障

5 消防設備保守点検委託 消防設備保守点検業務 システム防災

6
ボイラー保守管理業務
委託

ボイラー保守点検業務委託 有限会社八重山熱工業

7 水質検査 水道水質検査 有限会社屋宜水道管理

8 食堂委託 利用者への食事の提供 個人事業主

9
貯水槽清掃業務維持管
理委託

受水槽、高架水槽清掃業務維持管理有限会社屋宜水道管理

10 リネン供給業務 リネン供給業務 太洋リネンサプライ

11 ホームページ保守業務 HPの確認や更新作業 モノタイズ

再委託業務一覧
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関係資料８（宮古）

（単位：千円）

※上記表については、自主事業に係る収支について除く。

※上記表中の運営経費については、納付消費税を除く。

［参考：納付消費税実績状況］

（単位：千円）

［参考：当該施設を利用した指定管理者による自主事業の収支状況］

（単位：千円）

宮古青少年の家の過去収支状況

施設名称

令 和 元 年 度 令和2年度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度 直近5カ年平均

（決算額） （決算額） （R1～R5）

特定非営利活動法人ばんず 特定非営利活動法人ばんず

宮古青少年の
家

収 支 差 額 ▲ 34,373 ▲ 34,425 ▲ 31,753

（決算額） （決算額） （決算額）

収

入

利 用 料 金 収 入 638 26 26

運

営

経

費

通 常 経 費 34,424 33,241 31,047

施 設 修 繕 費 1,193 1,665 1,095

0

119 1,460

指 定 管 理 者

454

自 動 販 売 機 収 入 0 0 0 0 0 0

▲ 34,563 ▲ 35,243 ▲ 34,071

636

計 1,244 481 389 732 2,603 1,090

そ の 他 収 入 606 455 363 613 1,143

33,744

運 営 経 費 8,394 8,027 6,355

36,379 33,767

内

訳

人 件 費 26,030 25,214 24,692 25,814 26,841 25,718

7,930 9,538 8,049

1,551 1,467 1,394

0

計 35,617 34,906 32,142 35,295 37,846 35,161

特 殊 要 因 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

38,597

契 約 額 36,728 39,064 39,064 39,064 39,064 38,597

差 額

指 定 管 理 料 36,728 39,064 39,064 39,064 39,064

4,525

使 用 料 金 収 入 0 0 0 0 0 0

指定管理料を含めた収支 2,355 4,639 7,311 4,501 3,821

0

県 予 算 の 収 支 ▲ 36,728 ▲ 39,064 ▲ 39,064 ▲ 39,064 ▲ 39,064 ▲ 38,597

指定管理者から県に納付 0 0 0 0 0

施設名称

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度

指 定 管 理 者 特定非営利活動法人ばんず 特定非営利活動法人ばんず

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度 直近5カ年平均

（決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （R1～R5）

宮古青少年の家 納 付 消 費 税 1,575 1,594 1,920 1,792 1,820 -

施設名称

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度

指 定 管 理 者 特定非営利活動法人ばんず 特定非営利活動法人ばんず

12

令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度

収 支 -7 150 60 63

直近5カ年平均

（決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （R1～R5）

宮古青少年の家

収 入 5 150 60 63 145 85

費 用

145 82

0 0 0 0 2
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関係資料８（石垣）

（単位：千円）

※上記表については、自主事業に係る収支について除く。

※上記表中の運営経費については、納付消費税を除く。

［参考：納付消費税実績状況］

（単位：千円）

［参考：当該施設を利用した指定管理者による自主事業の収支状況］

（単位：千円）

-51

八重山星の会 特定非営利活動法人　八重山星の会

収 支 -8 -35 8 -102 -118

97 108 23 165 174 113石垣青少年の家

収 入 89 73 31 63 56 62

費 用

令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度 直近5カ年平均

（決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （R1～R5）施設名称

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度

指 定 管 理 者 八重山星の会 特定非営利活動法人八重山星の会

石垣青少年の家 納 付 消 費 税 1,554 1,804 1,811 1,862 1,902 -

令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度 直近5カ年平均

（決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （R1～R5）施設名称

令 和 元 年 度 令 和 2 年 度 令 和 3 年 度

指 定 管 理 者 八重山星の会 特定非営利活動法人八重山星の会

0

県 予 算 の 収 支 ▲ 35,141 ▲ 39,019 ▲ 39,019 ▲ 39,019 ▲ 39,019 ▲ 38,243

指定管理者から県に納付 0 0 0 0 0

3,552

使 用 料 金 収 入 0 0 0 0 0 0

指定管理料を含めた収支 3,533 4,016 3,765 3,341 3,104

0 0 0 0 0 0

38,243

契 約 額 35,141 39,019 39,019 39,019 39,019 38,243

差 額

指 定 管 理 料 35,141 39,019 39,019 39,019 39,019

0

計 34,138 35,627 36,058 37,554 38,685 36,412

特 殊 要 因 0 0 0 0 0

12,597 13,071 12,317

施 設 修 繕 費 1,567 1,762 1,324 982 1,057 1,338

37,628 35,074

内

訳

人 件 費 20,606 22,323 22,326 23,975 24,557 22,757

運

営

経

費

通 常 経 費 32,571 33,865 34,734 36,572

運 営 経 費 11,965 11,542 12,408

398

計 2,530 624 804 1,876 2,770 1,721

そ の 他 収 入 679 192 151 344 623

0 0 0 0 0 0

▲ 34,692

収

入

利 用 料 金 収 入 1,851 432 653 1,532 2,147 1,323

自 動 販 売 機 収 入

指 定 管 理 者

石垣青少年の
家

収 支 差 額 ▲ 31,608 ▲ 35,003 ▲ 35,254 ▲ 35,678 ▲ 35,915

（決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （決算額） （R1～R5）

石垣青少年の家の過去収支状況

施設名称

令 和 元 年 度 令和2年度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 ５ 年 度 直近5カ年平均
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